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(57)【要約】
【課題】　信頼性を向上することが可能な表示装置を提
供する。
【解決手段】　本実施形態の表示装置は、基板と、基板
に設けられた表示素子と、基板に設けられ、表示素子を
駆動する駆動部と、表示素子と電気的に接続された第１
配線と、を備えている。第１配線は、第１方向に突出し
た第１屈曲部と、第１方向の逆方向に突出した第２屈曲
部とを有している。第１方向、及び第１方向と交差する
第２方向において、第１屈曲部の第１位置と前記第２屈
曲部の第２位置とは、異なっている。
【選択図】　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板に設けられた表示素子と、
　前記基板に設けられ、前記表示素子を駆動する駆動部と、
　前記表示素子と電気的に接続された第１配線と、
を備え、
　前記第１配線は、第１方向に突出した第１屈曲部と、前記第１方向の逆方向に突出した
第２屈曲部とを有し、
　前記第１方向、及び前記第１方向と交差する第２方向において、前記第１屈曲部の第１
位置と前記第２屈曲部の第２位置とは、異なっている、表示装置。
【請求項２】
　前記第１屈曲部は、前記第１位置に第１頂点を有し、
　前記第２屈曲部は、前記第２位置に第２頂点を有している、請求項１に記載の表示装置
。
【請求項３】
　前記第１配線は、第１部分配線と、第２部分配線と、前記第１部分配線と前記第２部分
配線とが接続される接続部を有する、請求項１又は２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記第１部分配線と、前記第２部分配線と、前記接続部とは、いずれも同一層で形成さ
れる、請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記接続部は、第１接続部及び第２接続部と、を有し、
　前記第１部分配線の前記第１屈曲部と、前記第２部分配線の前記第２屈曲部とは、前記
第１接続部と前記第２接続部との間に位置し、互いに離間している、請求項３に記載の表
示装置。
【請求項６】
　前記第１方向及び前記第２方向において、前記第１接続部の第３位置と前記第２接続部
の第４位置とは、互いに異なっている、請求項５に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記第１部分配線と前記第２部分配線とは、同電位である、請求項３乃至６のいずれか
１項に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記第１配線は、第３屈曲部を含む第３部分配線をさらに備え、
　前記第２方向において、前記第３屈曲部の第５位置は、前記第１位置及び前記第２位置
と異なっている、請求項１乃至７のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記第１配線は、電源電位が供給される、請求項１乃至８のいずれか１項に記載の表示
装置。
【請求項１０】
　前記基板は、第１副基板と、前記第１副基板に接続された第２副基板とを含み、
　前記第１副基板は、曲面領域を有し、
　前記表示素子及び前記駆動部は、前記第１副基板に設けられている、請求項１乃至９の
いずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記基板は、第１副基板と、前記第１副基板に接続された第２副基板とを含み、
　前記第２副基板は、曲面領域を有し、
　前記表示素子は、前記第１副基板に設けられ、
　前記駆動部は、前記第２副基板に設けられている、請求項１乃至９のいずれか１項に記
載の表示装置。
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【請求項１２】
　基板と、
　前記基板に設けられた表示素子と、
　前記基板に設けられ、前記表示素子を駆動する駆動部と、
　前記表示素子と前記駆動部とを電気的に接続する第２配線及び第３配線と、
を備え、
　前記第２配線と前記第３配線とは、第１方向に沿って隣り合い、
　前記第２配線は、第４屈曲部を有し、
　前記第３配線は、第５屈曲部を有し、
　前記第１方向と交差する第２方向において、前記第４屈曲部の第６位置と前記第５屈曲
部の第７位置とは、異なっている、表示装置。
【請求項１３】
　前記第４屈曲部は、前記第６位置に第３頂点を有し、
　前記第５屈曲部は、前記第７位置に第４頂点を有している、請求項１２に記載の表示装
置。
【請求項１４】
　前記基板は、第１副基板と、前記第１副基板に接続された第２副基板とを含み、
　前記第１副基板は、曲面領域を有し、
　前記表示素子及び前記駆動部は、前記第１副基板に設けられている、請求項１２又は１
３に記載の表示装置。
【請求項１５】
　前記基板は、第１副基板と、前記第１副基板に接続された第２副基板とを含み、
　前記第２副基板は、曲面領域を有し、
　前記表示素子は、前記第１副基板に設けられ、
　前記駆動部は、前記第２副基板に設けられている、請求項１２又は１３に記載の表示装
置。
【請求項１６】
　前記第２配線と前記第３配線には、それぞれ異なる信号が供給される、請求項１２乃至
１５のいずれか１項に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話やＰＤＡ（ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｄｉｇｉｔａｌ　ａｓｓｉｓｔａｎｔ）等に用
いられる表示装置では、性能面やデザイン性等の観点から、狭額縁化が要求されている。
狭額縁化の一例として、ドライバなどが表示面の下側に位置するように、表示パネルの一
部を折り曲げる方法が知られている。しかしながら、折り曲げられた領域に設けられた配
線は、折り曲げによる応力の影響を受けて断線する場合がある。また、配線が断線した場
合、配線全体の抵抗値が上昇し、配線に供給される信号が劣化するおそれがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１７－１１１４３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本実施形態の目的は、信頼性を向上することが可能な表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００５】
　一実施形態によれば、　
　基板と、前記基板に設けられた表示素子と、前記基板に設けられ、前記表示素子を駆動
する駆動部と、前記表示素子と電気的に接続された第１配線と、を備え、前記第１配線は
、第１方向に突出した第１屈曲部と、前記第１方向の逆方向に突出した第２屈曲部とを有
し、前記第１方向、及び前記第１方向と交差する第２方向において、前記第１屈曲部の第
１位置と前記第２屈曲部の第２位置とは、異なっている、表示装置が提供される。
【０００６】
　一実施形態によれば、　
　基板と、前記基板に設けられた表示素子と、前記基板に設けられ、前記表示素子を駆動
する駆動部と、前記表示素子と前記駆動部とを電気的に接続する第２配線及び第３配線と
、を備え、前記第２配線と前記第３配線とは、第１方向に沿って隣り合い、前記第２配線
は、第４屈曲部を有し、前記第３配線は、第５屈曲部を有し、前記第１方向と交差する第
２方向において、前記第４屈曲部の第６位置と前記第５屈曲部の第７位置とは、異なって
いる、表示装置が提供される。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、第１実施形態の表示装置ＤＳＰを概略的に示す斜視図である。
【図２】図２は、図１に示す表示装置ＤＳＰの構成例を示す断面図である。
【図３】図３は、図１に示す表示装置ＤＳＰの他の構成例を示す断面図である。
【図４】図４は、図１に示す配線部３の一部を示す図である。
【図５】図５は、第２実施形態に係る表示装置ＤＳＰの配線３１を示す図である。
【図６】図６は、第２実施形態に係る表示装置ＤＳＰの配線部３を示す図である。
【図７】図７は、第３実施形態に係る表示装置ＤＳＰの配線３１を示す図である。
【図８】図８は、図７に示す配線３１の等価回路を示す図である。
【図９】図９は、第４実施形態に係る表示装置ＤＳＰの配線３１を示す図である。
【図１０】図１０は、比較例の配線を示す図である。
【図１１】図１１は、図１０に示す配線の等価回路を示す図である。
【図１２】図１２は、図１に示す表示装置ＤＳＰの平面領域ＰＡ１を示す断面図である。
【図１３】図１３は、平面領域ＰＡ１、曲面領域ＣＡ、及び平面領域ＰＡ２を示す断面図
である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、開示はあくまで一例
に過ぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更について容易に想到し得るも
のについては、当然に本発明の範囲に含有されるものである。また、図面は、説明をより
明確にするため、実際の態様に比べて、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に表され
る場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。また、
本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同一又は類似した機能を発揮
する構成要素には同一の参照符号を付し、重複する詳細な説明を適宜省略することがある
。
【０００９】
［第１実施形態］
　図１は、第１実施形態の表示装置ＤＳＰを概略的に示す斜視図である。図１は、表示装
置ＤＳＰを部分的に分解して示している。
【００１０】
　図において、方向Ｘ（第１方向）及び方向Ｙ（第２方向）は、互いに交差する方向であ
り、方向Ｚは、方向Ｘ及び方向Ｙと交差する方向である。一例では、方向Ｘ、方向Ｙ、及
び方向Ｚは、互いに直交しているが、互いに９０度以外の角度で交差していてもよい。本
明細書において、方向Ｚを示す矢印の先端に向かう方向を上方（あるいは単に上）と称し
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、矢印の先端から逆に向かう方向を下方（あるいは単に下）と称する。また、方向Ｚを示
す矢印の先端側に表示装置ＤＳＰを観察する観察一があるものとし、この観察位置から方
向Ｘ及び方向Ｙで規定されるＸ－Ｙ平面に向かって見ることを平面視という。
【００１１】
　本実施形態において、表示装置ＤＳＰは、一例として、有機エレクトロルミネッセンス
（ＥＬ）素子を有する有機ＥＬ表示装置である。しかしながら、表示装置ＤＳＰは、液晶
層を有する液晶表示装置、電気泳動型素子等を有する電子ペーパー型表示装置等、他の表
示装置であってもよい。
【００１２】
　表示装置ＤＳＰは、基板１、ドライバ２、配線部３、カバー部材４、及び偏光板５備え
ている。
【００１３】
　基板１は、可撓性を有し、一部が折り曲げられている。基板１は、一例では、平面状の
平面領域ＰＡと、曲面状の曲面領域ＣＡとを有している。平面領域ＰＡは、平面領域ＰＡ
１とＰＡ２を含み、平面領域ＰＡ１と平面領域ＰＡ２は、互いに対向している。曲面領域
ＣＡは、基板１が曲率を有する領域であり、平面領域ＰＡ１と平面領域ＰＡ２との間に位
置している。図示した例では、曲面領域ＣＡは、方向Ｘに沿った母線ＧＬを有している。
【００１４】
　複数の画素ＰＸは、基板１に配置されている。複数の画素ＰＸは、基板１の第１領域（
例えば、平面領域ＰＡ１）に配置される。画素ＰＸは、表示素子としての有機ＥＬ素子、
有機ＥＬ素子に接続されたスイッチング素子などを含んでいる。
【００１５】
　ドライバ２は、基板１に実装されている。ドライバ２は、基板１の第３領域（例えば、
平面領域ＰＡ２）に配置される。ドライバ２は、画素ＰＸを駆動するための各種信号を供
給する。
【００１６】
　配線部３は、基板１に配置されている。配線部３は、少なくとも第２領域（例えば、曲
面領域ＣＡ）に位置している。第２領域は、第１領域及び第３領域の間に位置している。
配線部３は、画素ＰＸと電気的に接続された複数の配線を含んでいる。すなわち、配線部
３は、画素ＰＸとドライバ２とを電気的に接続するための配線や、画素ＰＸに電源電位を
供給するための配線などを備えている。
【００１７】
　カバー部材４は、樹脂又はガラスなどの透明な材料で形成されている。カバー部材４は
、平面領域ＰＡのすべてを覆っている。偏光板５は、カバー部材４とほぼ同じ大きさであ
り、カバー部材４の直下に位置している。偏光板５は、例えば平面領域ＰＡに配置された
金属配線による反射光が視認されることを抑制する。なお、偏光板５は、省略されてもよ
い。
【００１８】
　図２は、図１に示す表示装置ＤＳＰの構成例を示す断面図である。図２は、方向Ｙ及び
方向Ｚによって規定されるＹ－Ｚ平面と平行な面を示している。図示した例では、基板１
と偏光板５とは、接着剤６によって接着されている。
【００１９】
　表示装置ＤＳＰは、基板１、ドライバ２、配線部３、カバー部材４、及び偏光板５に加
え、支持部材７１及び７２を備えている。
【００２０】
　基板１は、副基板（第１副基板）１０１と副基板（第２副基板）１０２とを含んでいる
。副基板１０１は、副基板１０２よりも上方に位置し、接着剤６と接している。図示した
例では、副基板１０１は、平面領域ＰＡ１と曲面領域ＣＡの双方を備えている。副基板１
０１及び副基板１０２は、平面領域ＰＡ２を備えている。副基板１０２は、副基板１０１
の平面領域ＰＡ１の下方に位置している。副基板１０２は、一例では、フレキシブル回路
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基板（ＦＰＣ）である。副基板１０２は、副基板１０１の一端部に接続される。副基板１
０２は、例えば異方性導電膜を介して副基板１０１と電気的に接続されている。
【００２１】
　支持部材７１と支持部材７２は、副基板１０１に貼り付けられ、それぞれ平面領域ＰＡ
１と平面領域ＰＡ２とを形成している。支持部材７１と支持部材７２とは、互いに対向し
ている。
【００２２】
　ドライバ２は、平面領域ＰＡ２に位置している。図示した例では、ドライバ２は、平面
領域ＰＡ２において、副基板１０１のカバー部材４側の面と反対側の面に設けられている
。
【００２３】
　本実施形態において、曲面領域ＣＡは、副基板１０１が折り曲げ軸ＡＸを中心に折り曲
げられることで形成されている。ここで、折り曲げ軸ＡＸは、方向Ｘと平行である。また
、図において曲線の矢印で示すように、曲面領域ＣＡに沿って平面領域ＰＡ１から平面領
域ＰＡ２に向かう方向を、周方向Ｃと定義する。
【００２４】
　図３は、図１に示す表示装置ＤＳＰの他の構成例を示す断面図である。図３は、副基板
１０２が曲面領域ＣＡを有している点で、図２に示す例と相違している。
【００２５】
　支持部材７１は、副基板１０１に貼り付けられ、平面領域ＰＡ１を形成している。支持
部材７２は、副基板１０２に貼り付けられ、平面領域ＰＡ２を形成している。ドライバ２
は、副基板１０２に実装されている。図示した例では、副基板１０２は、副基板１０１の
一端部において、副基板１０１の下面、すなわちカバー部材４側の面と反対側の面に接続
されている。なお、副基板１０２は、副基板１０１の上面に接続されていてもよい。
【００２６】
　図４は、図１に示す配線部３の一部を示す図である。図４は、配線部３が備える配線３
１、３２、及び３３を示している。ここでは、形式的に、Ｘ－Ｙ平面と平行な面を示して
いる。なお、曲面領域ＣＡにおいて、方向Ｙは、上述の周方向Ｃに相当する。
【００２７】
　配線３１、３２、及び３３は、この順で方向Ｘに沿って並び、各々が方向Ｙ（曲面領域
ＣＡにおいては周方向Ｃ）に延伸している。図示した例では、配線３１、３２、及び３３
の一端には、端子Ｔ１１、Ｔ１２、及びＴ１３がそれぞれ設けられている。配線３１、３
２、及び３３の他端には、端子Ｔ２１、Ｔ２２、及びＴ２３がそれぞれ設けられている。
端子Ｔ１１、Ｔ１２、Ｔ１３は、画素ＰＸを駆動するための走査線、信号線、共通電極、
電源電位供給配線（アノード電源配線、カソード電源配線）などに接続される。端子Ｔ２
１、Ｔ２２、及びＴ２３は、例えば上述のドライバ２に接続される。配線３１、３２、及
び３３には、それぞれ異なる信号が供給される。なお、配線３１、３２、及び３３には、
同一の信号が供給されてもよい。
【００２８】
　ここで、配線３１が配置される領域を配線領域ＷＡ１とする。図４に示す例では、配線
領域ＷＡ１を長方形で示している。配線領域ＷＡ１は、配線３１の延在方向（方向Ｙ）に
延びる中央線ＣＬ１で第１配線領域ＷＬＡ１と第２配線領域ＷＲＡ１に分けられる。また
、配線領域ＷＡ１の配線３１の延在方向と交差する方向における一方の端部を第１配線端
部ＷＬＥ１とし、他方の端部を第２配線端部ＷＲＥ１とすると、第１配線端部ＷＬＥ１か
ら中央線ＣＬ１に向かう方向が方向Ｘ（方向Ｘの順方向）であり、第２配線端部ＷＲＥ１
から中央線ＣＬ１に向かう方向が方向Ｘの逆方向である。
【００２９】
　配線３１は、ジグザグ状に形成されている。すなわち、配線３１は、複数の屈曲部３１
ａと複数の屈曲部３１ｂとを備えている。屈曲部（第４屈曲部）３１ａは、方向Ｘ（順方
向）に向かって突出している。一方、屈曲部３１ｂは、方向Ｘと逆方向に突出している。
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屈曲部３１ａは、第１角度θ１を有し、屈曲部３１ｂは第２角度θ２を有する。第１角度
θ１と第２角度θ２は、図示した例では、約９０度であるが、少なくとも１８０より小さ
ければよい。また、第１角度θ１と第２角度θ２は異なる角度であってもよい。さらに、
屈曲部３１ａが複数ある場合は、屈曲部３１ａの第１角度θ１は一定でなくてもよく、異
なる複数の角度を有してもよい。また、屈曲部３１ｂが複数ある場合は、屈曲部３１ｂの
第２角度θ２は一定でなくてもよく、異なる複数の角度を有してもよい。また、屈曲部３
１ａと屈曲部３１ｂとは、方向Ｙに沿って交互に並んでいる。
【００３０】
　配線３２及び３３は、配線３１と同様の構造を有している。すなわち、配線３２は、方
向Ｘに突出した屈曲部（第５屈曲部）３２ａと、方向Ｘと逆方向に突出した屈曲部３２ｂ
とを有している。配線３３は、方向Ｘに突出した屈曲部３３ａと、方向Ｘと逆方向に突出
した屈曲部３３ｂとを有している。
【００３１】
　本実施形態において、少なくとも隣り合う配線は、屈曲部の位置が一致しないように配
置されている。図示した例では、方向Ｙにおいて、屈曲部３１ａの位置（第６位置）、屈
曲部３２ａの位置（第７位置）、及び屈曲部３３ａの位置は、互いに異なっている。換言
すると、屈曲部３１ａ、３２ａ、及び３３ａは、方向Ｘに沿って並んでいない。ここで、
屈曲部３１ａの位置は、屈曲部３１ａが有する頂点（第３頂点）Ｐ１ａの位置に相当する
。屈曲部３２ａの位置は、屈曲部３２ａが有する頂点（第４頂点）Ｐ２ａの位置に相当す
る。屈曲部３３ａの位置は、屈曲部３３ａが有する頂点Ｐ３ａの位置に相当する。
【００３２】
　同様に、方向Ｙにおける屈曲部３１ｂ、３２ｂ、及び３３ｂの位置は、互いに異なって
いる。換言すると、屈曲部３１ｂ、３２ｂ、及び３３ｂは、方向Ｘに沿って並んでいない
。ここで、屈曲部３１ｂの位置は、屈曲部３１ｂが有する頂点Ｐ１ｂの位置に相当する。
屈曲部３２ｂの位置は、屈曲部３２ｂが有する頂点Ｐ２ｂの位置に相当する。屈曲部３３
ｂの位置は、屈曲部３３ｂが有する頂点Ｐ３ｂの位置に相当する。
【００３３】
　さらに、図示した例では、方向Ｙにおける屈曲部３１ａの位置は、方向Ｙにおける屈曲
部３２ｂ及び３３ｂの位置とも異なっている。同様に、方向Ｙにおける屈曲部３２ａの位
置は、方向Ｙにおける屈曲部３１ｂ及び３３ｂの位置とも異なっている。方向Ｙにおける
屈曲部３３ａの位置は、方向Ｙにおける屈曲部３１ｂ及び３２ｂの位置とも異なっている
。
【００３４】
　本実施形態によれば、複数の配線３１、３２、及び３３の間で方向Ｙにおける屈曲部の
位置をずらすことによって、副基板１０１が折り曲げられたことによって生じる応力を分
散させることができる。
【００３５】
　ここでは、図１０を参照して、その理由を説明する。図１０は、比較例としての配線Ｌ
Ｅを示している。配線ＬＥは、部分配線ＬＥ１、ＬＥ２、及びＬＥ３を備えている。部分
配線ＬＥ１、ＬＥ２、及びＬＥ３は、方向Ｘに突出した屈曲部Ｌ１ａ、Ｌ２ａ、及びＬ３
ａと、方向Ｘと逆方向に突出したＬ１ｂ、Ｌ２ｂ、及びＬ３ｂをそれぞれ有している。例
えば、図１０に示すように、部分配線ＬＥ１、ＬＥ２、及びＬＥ３の屈曲部Ｌ１ａ、Ｌ２
ａ、及びＬ３ａの方向Ｙにおける位置が揃っている場合、破線で示すように、屈曲部Ｌ１
ａ、Ｌ２ａ、及びＬ３ａの頂点を結ぶ直線上に応力が集中する傾向がある。また、屈曲部
Ｌ１ｂ、Ｌ２ｂ、及びＬ３ｂの方向Ｙにおける位置が揃っている場合、破線で示すように
、屈曲部Ｌ１ｂ、Ｌ２ｂ、及びＬ３ｂの頂点を結ぶ直線上に応力が集中する傾向がある。
【００３６】
　一方、本実施形態では、屈曲部の方向Ｙにおける位置をずらすことによって、基板１の
全体として応力が所定の領域に集中することを抑制することができ、曲面領域ＣＡにおけ
る曲率を均一にすることがでる。この結果、配線３１、３２、及び３３の断線を抑制する
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ことができ、信頼性を向上することが可能な表示装置を提供することができる。
【００３７】
［第２実施形態］
　図５は、第２実施形態に係る表示装置ＤＳＰの配線３１を示す図である。第２実施形態
は、配線３１が複数の部分配線（部分領域）を有している点で、第１実施形態と相違して
いる。図５においては、配線３１は、部分配線として部分配線（第１部分配線）３１１及
び部分配線（第２部分配線）３１２を有する。
【００３８】
　部分配線３１１と部分配線３１２とは、図４に示す配線３１と同様の構造を有している
。すなわち、部分配線３１１は、方向Ｘに突出した屈曲部（第１屈曲部）３１１ａと、方
向Ｘと逆方向に突出した屈曲部３１１ｂとを有している。屈曲部３１１ａと３１１ｂとは
、方向Ｙに（曲面領域ＣＡにおいては周方向Ｃに）交互に並んでいる。部分配線３１２は
、方向Ｘに突出した屈曲部３１２ａと、方向Ｘと逆方向に突出した屈曲部（第２屈曲部）
３１２ｂとを有している。屈曲部３１２ａと屈曲部３１２ｂとは、方向Ｙに（曲面領域Ｃ
Ａにおいては周方向Ｃに）交互に並んでいる。図示した例では、屈曲部３１１ａと屈曲部
３１２ｂとは、互いに逆方向に向かって突出している。また、屈曲部３１１ｂと屈曲部３
１２ａとは、互いに逆方向に向かって突出している。
【００３９】
　本実施形態において、配線３１に含まれる屈曲部の位置は、隣り合う屈曲部のうち少な
くとも反対方向に突出した屈曲部の位置とは、方向Ｘ及び方向Ｙの双方において異なる。
例えば、屈曲部３１１ａの位置（第１位置）と屈曲部３１２ｂの位置（第２位置）とは、
方向Ｘ及び方向Ｙの双方において異なっている。換言すると、屈曲部３１１ａと屈曲部３
１２ｂとは、方向Ｙに沿って並んでいない。また、屈曲部３１１ａと屈曲部３１２ｂとは
、方向Ｘに沿って並んでいない。ここで、屈曲部３１１ａの位置とは、屈曲部３１１ａが
有する頂点（第１頂点）Ｐ１１ａの位置に相当する。また、屈曲部３１２ｂの位置とは、
屈曲部３１２ｂが有する頂点（第２頂点）Ｐ１２ｂの位置に相当する。
【００４０】
　部分配線３１１と部分配線３１２とは、接続部ＣＮ（ＣＮ１、ＣＮ２）において接続（
交差）されている。これにより、部分配線３１１と部分配線３１２とは、同電位である。
つまり、部分配線３１１と部分配線３１２とには、同一の信号が供給される。このような
配線３１には、一例では、電源電位が供給される。部分配線（部分配線３１１、３１２）
は、それぞれ異なる層に形成され、接続部ＣＮを介して接続されてもよいが、部分配線、
及び、接続部ＣＮがいずれも同一の層で形成されてもよい。
【００４１】
　隣り合う接続部（第１接続部）ＣＮ１の位置（第３位置）と接続部（第２接続部）ＣＮ
２の位置（第４位置）とは、方向Ｘ及び方向Ｙの双方において異なっている。換言すると
、接続部ＣＮ１と接続部ＣＮ２とは、方向Ｙに沿って並んでいない。また、接続部ＣＮ１
と接続部ＣＮ２とは、方向Ｘに沿って並んでいない。屈曲部３１１ａと屈曲部３１２ｂと
は、接続部ＣＮ１と接続部ＣＮ２との間に位置し、互いに離間している。すなわち、配線
３１は、屈曲部３１１ａ、屈曲部３１２ｂ、接続部ＣＮ１、及び接続部ＣＮ２の内周によ
って規定される開口ＯＰを有している。
【００４２】
　図６は、第２実施形態に係る表示装置ＤＳＰの配線部３を示す図である。図６は、隣り
合う配線３１、３２、及び３３を示している。
【００４３】
　配線３２及び３３は、図５に示す配線３１と同様の構造を有している。すなわち、配線
３２は、部分配線３２１と部分配線３２２とを有している。部分配線３２１は、方向Ｘに
突出した屈曲部３２１ａと、方向Ｘと逆方向に突出した屈曲部３２１ｂとを有している。
部分配線３２２は、方向Ｘに突出した屈曲部３２２ａと、方向Ｘと逆方向に突出した屈曲
部３２２ｂとを有している。なお、図示した例では、部分配線３２１の配置は、図４に示
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す配線３２の配置に相当する。
【００４４】
　同様に、配線３３は、部分配線３３１と部分配線３３２とを有している。部分配線３３
１は、方向Ｘに突出した屈曲部３３１ａと、方向Ｘと逆方向に突出した屈曲部３３１ｂと
を有している。部分配線３３２は、方向Ｘに突出した屈曲部３３２ａと、方向Ｘと逆方向
に突出した屈曲部３３２ｂとを有している。なお、図示した例では、部分配線３３１の配
置は、図４に示す配線３３の配置に相当する。
【００４５】
　方向Ｙにおいて、屈曲部３１１ａの位置は、配線３２のいずれの屈曲部の位置とも一致
していない。図示した例では、屈曲部３１１ａの位置は、配線３２において部分配線３２
１と部分配線３２２とが接続される接続部の位置と一致している。一方、屈曲部３１１ａ
の位置は、配線３３の屈曲部３３２ａの位置と一致している。
【００４６】
　また、方向Ｙにおいて、屈曲部３１２ａの位置は、配線３２の屈曲部３２１ａの位置と
一致している。一方、屈曲部３１２ａの位置は、配線３３のいずれの屈曲部の位置とも一
致していない。図示した例では、屈曲部３１２ａの位置は、配線３３において部分配線３
３１と部分配線３３２とが接続される接続部の位置と一致している。
【００４７】
　本実施形態によれば、配線３１は、屈曲部３１１ａを有する部分配線３１１と、屈曲部
３１２ｂを有する部分配線３１２とを含んでいる。屈曲部３１１ａと屈曲部３１２ｂとは
、互いに対向して配置され、且つ、方向Ｙにおける位置が異なっている。これにより、副
基板１０１が折り曲げられたことによって生じる応力を分散させることができる。したが
って、副基板１０１の全体として応力が所定の領域に集中することを抑制することができ
、曲面領域ＣＡにおける曲率を均一にすることがでる。この結果、配線３１の断線を抑制
することができ、信頼性を向上することが可能な表示装置を提供することができる。
【００４８】
　さらに、本実施形態によれば、部分配線３１１と部分配線３１２とは、複数個所に設け
られた接続部ＣＮにおいて接続されている。このため、部分配線３１１及び３１２の一方
が破断した場合であっても、接続部ＣＮを介して電流経路を確保することができる。した
がって、表示装置ＤＳＰの動作が安定し、信頼性を向上することができる。
【００４９】
［第３実施形態］
　図７は、第３実施形態に係る表示装置ＤＳＰの配線３１を示す図である。第３実施形態
は、配線３１が部分配線３１１及び３１２に加え、部分配線３１３を有している点で、第
２実施形態と相違している。
【００５０】
　部分配線（第３部分配線）３１３は、部分配線３１１及び３１２と同様の構造を有して
いる。すなわち、部分配線３１３は、方向Ｘに突出した屈曲部（第３屈曲部）３１３ａと
、方向Ｘと逆方向に突出した屈曲部３１３ｂとを有している。屈曲部３１３ａと３１３ｂ
とは、方向Ｙに（曲面領域ＣＡにおいては周方向Ｃに）交互に並んでいる。また、部分配
線３１３は、部分配線３１１と接続部ＣＮ３１において接続され、部分配線３１２と接続
部ＣＮ３２において接続されている。これにより、部分配線３１３は、部分配線３１１及
び３１２と同電位である。このような配線３１には、一例として、電源電位が供給される
。部分配線３１３は、部分配線３１１及び部分配線３１２の少なくとも一方と別層に形成
され、接続部ＣＮ３１または接続部ＣＮ３２を介して互いに接続してもよいが、いずれも
同層で形成されるようにしてもよい。
【００５１】
　方向Ｙにおいて、屈曲部３１３ａの位置（第５位置）及び屈曲部３１３ｂの位置は、部
分配線３１１の屈曲部３１１ａ及び３１１ｂの位置、及び部分配線３１２の屈曲部３１２
ａ及び３１２ｂの位置のいずれとも一致していない。ここで、屈曲部３１３ａの位置は、
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屈曲部３１３ａが有する頂点Ｐ１３ａの位置に相当し、屈曲部３１３ｂの位置は、屈曲部
３１３ｂが有する頂点Ｐ１３ｂの位置に相当する。頂点Ｐ１３ａは、方向Ｙにおいて、屈
曲部３１１ｂの頂点Ｐ１１ｂと屈曲部３１２ｂの頂点Ｐ１２ｂとの間に位置している。ま
た、頂点Ｐ１３ｂは、方向Ｙにおいて、屈曲部３１１ａの頂点Ｐ１１ａと屈曲部３１２ａ
の頂点Ｐ１２ａとの間に位置している。なお、このような構造の部分配線３１１、３１２
、及び３１３は、方向Ｙに沿って、それぞれ位相を１２０度ずつずらして配置されている
とみなすことができる。
【００５２】
　図８は、図７に示す配線３１の等価回路を示す図である。部分配線３１１、３１２、及
び３１３が束ねられた状態において、配線３１は、全体として抵抗Ｒを有している。図８
は、この配線３１が方向Ｙに沿って分割された様子を示している。分割点Ｄは、上述の接
続部ＣＮ３１、ＣＮ３２などに相当する。
【００５３】
　ここで、配線３１を方向Ｙに沿って例えばｎ分割された場合の、分割された各セグメン
トＳにおける部分配線３１１、３１２、及び３１３の抵抗がそれぞれｒであるとする。あ
るセグメントＳにおいて、部分配線３１１、３１２、及び３１３のうち、例えばいずれか
１つが破断した場合、このセグメントＳの抵抗は、ｒ／２となる。したがって、破断が生
じた後の全体の抵抗Ｒ’は、
       Ｒ’＝ｒ／３・（ｎ－１）＋ｒ／２
       　　＝ｒ／３・ｎ＋ｒ／６
       　　＝Ｒ（１＋１／（２ｎ））
となる。
【００５４】
　第３実施形態においても、第２実施形態と同様の効果を得ることができる。さらに、本
実施形態によれば、以下に説明するように、配線３１が部分的に破断した場合であっても
、配線３１の全体の抵抗の変化を抑制することができる。
【００５５】
　図１１は、図１０に示す比較例としての配線ＬＥの等価回路を示している。配線ＬＥが
含む部分配線ＬＥ１、ＬＥ２、及びＬＥ３の各抵抗をｒｅとすると、配線ＬＥ全体の抵抗
ＲＥは、ｒｅ／３である。ここで、部分配線ＬＥ１、ＬＥ２、及びＬＥ３のうち、例えば
いずれか１つが破断した場合、配線ＬＥ全体の抵抗は、ｒｅ／２となり、破断前の１．５
倍に上昇する。
【００５６】
　一方、本実施形態によれば、図８を参照して説明したように、方向Ｙ、すなわち配線３
１の延伸方向に沿って配線３１を複数のセグメントＳに分割しているため、分割された抵
抗ｒを単位として、全体の抵抗ＲＥが変化する。したがって、部分配線３１１、３１２、
及び３１３のうち、例えばいずれか１つが破断した場合であっても、図１０及び図１１に
示す例と比較して、配線３１の抵抗の上昇を抑制することができる。特に、分割数を十分
に大きくすることで、配線３１の全体の抵抗値の上昇を大幅に抑制することができる。し
たがって、配線３１によって供給される信号の劣化を抑制することができ、表示装置ＤＳ
Ｐの信頼性を向上することができる。
【００５７】
　ここで、セグメントＳの分割数を大きくするとは、例えば、配線に含まれる接続部の数
を多くすることであり、言い換えると、接続部間の距離を短くすることである。また、第
２実施形態、及び、第３実施形態において、１つの配線を構成する部分配線の数を２つま
たは３つとしたがこれに限られない。１つの配線に４つ以上の部分配線が含まれてもよい
。さらに、１つの接続部ＣＮが接続する部分配線の数も２つに限らず、３つ以上の部分配
線が同一の接続部ＣＮで接続されるようにしてもよい。
【００５８】
［第４実施形態］
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　図９は、第４実施形態に係る表示装置ＤＳＰの配線３１を示す図である。第４実施形態
は、屈曲部が曲線状に形成されている点で、第３実施形態と相違している。図示した例で
は、屈曲部３１１ａ及び３１１ｂの曲率、屈曲部３１２ａ及び３１２ｂの曲率、及び屈曲
部３１３ａ及び３１３ｂの曲率は、それぞれ等しい。なお、屈曲部の曲率は、屈曲部毎に
異なっていてもよい。
【００５９】
　第４実施形態においても、第３実施形態と同様の効果を得ることができる。さらに、本
実施形態によれば、屈曲部を曲線状にすることによって、屈曲部内の所定の位置に応力が
集中することを抑制することができる。すなわち、屈曲部内において応力をさらに均一化
することができる。この結果、配線３１の断線を抑制することができ、信頼性を向上する
ことが可能な表示装置を提供することができる。
【００６０】
　以上の説明において、第１実施形態における配線３１は、第２配線に相当し、第１実施
形態における配線３２は、第３配線に相当する。また、第２乃至第４実施形態における配
線３１は、第１配線に相当する。以下では、第１乃至第４実施形態に共通の構成について
説明する。
【００６１】
　図１２は、図１に示す表示装置ＤＳＰの平面領域ＰＡ１を示す断面図である。副基板１
０１は、絶縁基板１０、第１乃至第５絶縁膜１１乃至１５、スイッチング素子ＳＷ（ＳＷ
１、ＳＷ２、ＳＷ３）、反射層ＲＬ、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ（ＯＬＥＤ１、ＯＬＥＤ２、
ＯＬＥＤ３）、封止層１６、などを備えている。
【００６２】
　絶縁基板１０は、例えばポリイミド等の有機絶縁材料によって形成されている。図示し
た例では、支持部材７１は、絶縁基板１０の下に貼り付けられている。第１絶縁膜１１は
、絶縁基板１０の上に形成されている。第１絶縁膜１１は、絶縁基板１０から有機ＥＬ素
子ＯＬＥＤへ向かう水分等の侵入を抑制するためのバリア層を含んでいてもよい。なお、
支持部材７１及び第１絶縁膜１１の少なくとも一方は、省略されてもよい。
【００６３】
　スイッチング素子ＳＷは、第１絶縁膜１１の上に形成されている。スイッチング素子Ｓ
Ｗは、例えば薄膜トランジスタ（ＴＦＴ；thin-film-transistor）により構成されている
。図示した例では、スイッチング素子ＳＷはトップゲート型であるが、ボトムゲート型で
あってもよい。以下では、スイッチング素子ＳＷ１を例として、その構成を説明する。
【００６４】
　スイッチング素子ＳＷ１は、半導体層ＳＣ、ゲート電極ＧＥ、ソース電極ＳＥ、及び、
ドレイン電極ＤＥを備えている。
【００６５】
　半導体層ＳＣは、第１絶縁膜１１の上に形成され、第２絶縁膜１２により覆われている
。ゲート電極ＧＥは、第２絶縁膜１２の上に形成され、第３絶縁膜１３により覆われてい
る。ソース電極ＳＥ及びドレイン電極ＤＥは、それぞれ第３絶縁膜１３の上に形成されて
いる。ソース電極ＳＥ及びドレイン電極ＤＥは、第３絶縁膜１３を半導体層ＳＣまで貫通
するコンタクトホールにおいて、半導体層ＳＣにそれぞれ接触している。
【００６６】
　ゲート電極ＧＥ、ソース電極ＳＥ及びドレイン電極ＤＥを形成する材料は、例えば、ア
ルミニウム（Ａｌ）、チタン（Ｔｉ）、銀（Ａｇ）、モリブデン（Ｍｏ）、タングステン
（Ｗ）、銅（Ｃｕ）、クロム（Ｃｒ）などの金属材料や、これらの金属材料を組み合わせ
た合金である。また、各電極は、単層構造であってもよいし、多層構造であってもよい。
なお、各電極は、電極毎に異なる材料又は異なる層構造を有してもよい。第１乃至第３絶
縁膜１１乃至１３は、酸化シリコン、窒化シリコン、酸窒化シリコン等の無機絶縁材料に
より形成されている。スイッチング素子ＳＷ１は、第４絶縁膜１４により覆われている。
第４絶縁膜は、有機絶縁材料により形成されている。
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【００６７】
　有機ＥＬ素子ＯＬＥＤは、第４絶縁膜１４の上に形成されている。図示した例では、有
機ＥＬ素子ＯＬＥＤは、絶縁基板１０とは反対側に光を出射する所謂トップエミッション
タイプであるが、この例に限らず、絶縁基板１０の側に光を出射する所謂ボトムエミッシ
ョンタイプであってもよい。一例では、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１は、赤色に発光する有機
発光層ＯＲＧ１を備え、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ２は、青色に発光する有機発光層ＯＲＧ２
を備え、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ３は、緑色に発光する有機発光層ＯＲＧ３を備えている。
以下では、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１を例として、その構成を説明する。
【００６８】
　有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１は、画素電極ＰＥ１、共通電極ＣＥ、及び有機発光層ＯＲＧ１
により構成されている。
【００６９】
　画素電極ＰＥ１は、第４絶縁膜１４の上に設けられている。画素電極ＰＥ１は、有機Ｅ
Ｌ素子ＯＬＥＤ１の例えば陽極として機能する。画素電極ＰＥ１には、アノード電源配線
を介して、電源電位（アノード電源電位ＰＶＤＤ）が供給される。画素電極ＰＥ１は、第
４絶縁膜１４内に設けられたコンタクトホールにおいて、スイッチング素子ＳＷ１のドレ
イン電極ＤＥと接触し、スイッチング素子ＳＷ１と電気的に接続されている。有機発光層
ＯＲＧ１は、画素電極ＰＥ１の上に形成されている。有機発光層ＯＲＧ１は、発光効率を
向上するために、電子注入層、正孔注入層、電子輸送層、正孔輸送層等をさらに含んでい
てもよい。共通電極ＣＥは、有機発光層ＯＲＧ１の上に形成されている。共通電極ＣＥは
、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１の例えば陰極として機能する。共通電極ＣＥには、カソード電
源配線を介して、電源電位（カソード電源電位ＰＶＳＳ）が供給される。共通電極ＣＥと
画素電極ＰＥ１とは、例えばインジウム・ティン・オキサイド（ＩＴＯ）やインジウム・
ジンク・オキサイド（ＩＺＯ）等の透明な導電材料によって形成されている。以上のよう
に構成された有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１は、画素電極ＰＥ１と共通電極ＣＥとの間に印加さ
れる電圧（あるいは電流）に応じた輝度で発光する。
【００７０】
　なお、トップエミッションタイプの場合には、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ１は、図１２に示
すように、第４絶縁膜１４と画素電極ＰＥ１との間に反射層ＲＬを含んでいることが望ま
しい。反射層ＲＬは、例えばアルミニウム、銀等の反射率の高い金属材料により形成され
ている。なお、反射層ＲＬの反射面、すなわち有機発光層ＯＲＧ１側の面は、図示したよ
うに平坦であってもよいし、光散乱性を付与するために凹凸が形成されていてもよい。
【００７１】
　各有機ＥＬ素子ＯＬＥＤは、有機絶縁材料からなる第５絶縁膜（リブ）１５により、画
素ＰＸごとに区画されている。すなわち、有機発光層ＯＲＧ１、ＯＲＧ２、及びＯＲＧ３
は、第５絶縁膜１５と第５絶縁膜１５との間に位置している。図示した例では、共通電極
ＣＥは、有機発光層ＯＲＧ１、ＯＲＧ２、及びＯＲＧ３と接するとともに、第５絶縁膜１
５とも接している。
【００７２】
　なお、表示装置ＤＳＰは、複数の画素ＰＸに亘って共通の有機発光層を有していてもよ
い。このような構成においては、表示装置ＤＳＰは、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤと対向する位
置にカラーフィルタを備えている。カラーフィルタは、例えば赤色、緑色、青色等に着色
された樹脂材料によって形成される。
【００７３】
　封止層１６は、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤを覆っている。封止層１６は、有機ＥＬ素子ＯＬ
ＥＤへの水分や酸素の侵入を抑制し、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの劣化を抑制する。封止層１
６は、第１無機膜１６１、有機膜１６２、及び第２無機膜１６３を備えている。
【００７４】
　第１無機膜１６１は、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤの上に形成されている。図示した例では、
第１無機膜１６１は、共通電極ＣＥと接している。第２無機膜１６３は、第１無機膜１６
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１の上に位置している。有機膜１６２は、第１無機膜１６１と第２無機膜１６３の間に位
置し、第１無機膜１６１及び第２無機膜１６３と接している。
【００７５】
　第１無機膜１６１及び第２無機膜１６３は、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ側への水分の侵入を
遮断する機能を有している。第１無機膜１６１及び第２無機膜１６３は、透明であり、例
えば窒化シリコンによって形成されている。有機膜１６２は、透明な有機材料によって形
成されている。なお、ここでの透明とは、透過光が表示に影響のない範囲で着色されるこ
とを許容するものである。
【００７６】
　図１３は、平面領域ＰＡ１、曲面領域ＣＡ、及び平面領域ＰＡ２を示す断面図である。
ここでは、模式的に、曲面領域ＣＡが折り曲げられる前の状態を示している。平面領域Ｐ
Ａ１、曲面領域ＣＡ、及び平面領域ＰＡ２は、この順で、方向Ｙに沿って並んでいる。
【００７７】
　表示装置ＤＳＰは、支持部材７１、絶縁基板１０、第１乃至第５絶縁膜１１乃至１５、
反射層ＲＬ、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤ、及び封止層１６、に加え、支持部材７２、端子Ｔ１
１及びＴ１２、配線３１、及び保護膜８を備えている。
【００７８】
　絶縁基板１０は、平面領域ＰＡ１、曲面領域ＣＡ、及び平面領域ＰＡ２に亘って位置し
ている。支持部材７１は、平面領域ＰＡ１において、絶縁基板１０の下面に貼り付けられ
ている。支持部材７２は、平面領域ＰＡ２において、絶縁基板１０の下面に貼り付けられ
ている。曲面領域ＣＡは、支持部材７１及び７２が設けられていない領域に相当する。
【００７９】
　平面領域ＰＡ２において、第１乃至第３絶縁膜１１乃至１３は、この順で積層されてい
る。一方、曲面領域ＣＡにおいて、第１乃至第３絶縁膜１１乃至１３は、設けられていな
い。
【００８０】
　配線３１は、平面領域ＰＡ１、曲面領域ＣＡ、及び平面領域ＰＡ２に亘って形成されて
いる。平面領域ＰＡ１において、配線３１は、第３絶縁膜１３と第４絶縁膜１４との間に
位置している。図示した例では、配線３１は、平面領域ＰＡ１において、第２絶縁膜１２
及び第１絶縁膜１１とも接している。曲面領域ＣＡにおいて、配線３１は、絶縁基板１０
の上に形成されている。平面領域ＰＡ２において、配線３１は、第３絶縁膜１３の上に形
成されている。図示した例では、配線３１は、平面領域ＰＡ２において、第２絶縁膜１２
及び第１絶縁膜１１とも接している。
【００８１】
　端子Ｔ１１は、平面領域ＰＡ１において、第４絶縁膜１４の上に形成されている。端子
Ｔ１１は、第４絶縁膜１４を貫通するコンタクトホールＣＨにおいて、配線３１と接して
いる。共通電極ＣＥは、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤよりも曲面領域ＣＡ側に延在し、端子Ｔ１
１と接している。これにより、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤと配線３１とが電気的に接続される
。端子Ｔ１２は、平面領域ＰＡ２において、配線３１の上に形成されている。
【００８２】
　上述したように、曲面領域ＣＡにおいて、無機絶縁材料からなる第１乃至第３絶縁膜１
１乃至１３が除去されているため、配線３１は、絶縁基板１０と接している。このように
有機絶縁膜よりも剛性の高い無機絶縁膜を除去することにより、曲面領域ＣＡを折り曲げ
た際に、無機絶縁膜におけるクラックの発生を防ぐことができる。このため、配線３１の
破断を抑制することができる。
【００８３】
　さらに、曲面領域ＣＡにおいて、配線３１は、有機絶縁材料からなる保護膜８によって
覆われている。保護膜８は、有機材料に対して紫外線照射によって硬化することで形成さ
れる。このような保護膜８が設けられることにより、曲面領域ＣＡが折り曲げられた際に
、方向Ｚにおいて、折り曲げによる応力の中立面の位置を配線３１の近傍に設定すること
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ができる。このため、曲面領域ＣＡにおける配線３１への負荷を軽減することができる。
【００８４】
　なお、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示
したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これらの新規な実施形態
は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で
、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これらの実施形態やその変形は、発
明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲
に含まれる。
【符号の説明】
【００８５】
　１…基板、２…ドライバ、３…配線部、４…カバー部材、５…偏光板、６…接着剤、７
１，７２…支持部材、８…保護膜、１０…絶縁基板、３１，３２，３３…配線、３１１，
３１２,３１３…部分配線、３１ａ，３２ａ，３１１ａ，３１２ｂ…屈曲部、Ｐ１ａ，Ｐ
２ａ，Ｐ１１ａ，Ｐ１２ｂ…頂点、ＯＬＥＤ…有機ＥＬ素子、ＣＡ…曲面領域、ＰＡ１，
ＰＡ２…平面領域。

【図１】 【図２】
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